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午前10時00分開会 

○議長（松山 力弥）  おはようございます。 

 今日の臨時会から、全員出席ということで、議会が始まるわけでございますけども、緊急事態

宣言が解除されて経済も皆、元に戻そうということで国民一丸となってやっておるわけでござい

ますけども、まだいつ６波が来るか分かりませんので、マスク等、またこの会議場の設備等もま

だ分かりませんからそのままにしていただきたいと思います。 

 しかしながら、回復しますと徐々に一般質問の隔ても取ったりして、元に戻していきたいと思

いますので、各自まだまだうがい、手洗いは続けていただきますようにお願いいたします。 

 それと、急に夏から冬になりまして、また１１月臨時議会と、また１２月定例会ありますので、

議会活動もコロナの関係で自粛しておりましたけども、全て順調に公務ができるようになってき

ましたので、健康管理には十分注意されてお願いしたいと思います。 

 それでは、ただいまから令和３年第４回須恵町議会臨時会を開会します。 

 これより本日の会議を開きます。 

 ここで、稲永副町長及び児玉求君より欠席の届け出があっておりますので、御報告いたします。 

 まず議会運営委員長に、議会運営委員会の経過報告を求めます。１３番、三上政義君。 

○議会運営委員長（三上 政義）  おはようございます。 

 令和３年第４回臨時会議会運営委員会の協議結果を報告いたします。 

 本日午前９時３０分から議会運営委員会を開催いたしました。 

 今回提出された議案は、補正予算１件、報告１件でございます。 

 提案理由の説明後、工事施工案件説明及び予算審査特別委員会終了後、本会議を再開し、委員

長報告、質疑、討論、採決を行います。 

 なお、会期は本日１日限りとしております。 

 以上、議会運営委員会の報告を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．会期の決定について 

○議長（松山 力弥）  日程第１、会期の決定についてを議題とします。 

 第４回臨時会の会期を本日１日限りとすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（松山 力弥）  御異議なしと認めます。よって、第４回臨時会の会期を本日１日限りとす

ることに決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２．会議録署名議員の指名 
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○議長（松山 力弥）  日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１１７条の規定により、５番議員、６番議員を指名します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第３．議案第６３号 

○議長（松山 力弥）  日程第３、議案第６３号令和３年度須恵町一般会計補正予算（第５号）を

議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。諸石総務課長。 

○総務課長（諸石  豊）  おはようございます。 

 議案書の１ページをお願いします。 

 議案第６３号令和３年度須恵町一般会計補正予算（第５号）についてでございます。 

 地方自治法第２１８条第１項の規定により一般会計補正予算を別冊のとおり提出するので、本

議会の議決を求めるものでございます。 

 それでは、予算書の１ページをお願いいたします。 

 令和３年度須恵町の一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額にそれぞれ１億３,０３５万４,０００円を

追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１０９億９２０万円とする。第２項で、款項の区分及び

金額は第１表歳入歳出予算補正による。 

 地方債の補正、第２条、地方債の追加は第２表地方債補正によるとしています。 

 補正予算書の２ページをお願いいたします。 

 まず、歳入からです。 

 １４款２項国庫補助金２,３３３万４,０００円の増額は、新型コロナウイルス感染症対応地方

創生臨時交付金を増額補正。 

 １５款２項県補助金３,２４０万円の増額は、農地農業用施設及び林業施設災害復旧費県補助

金を増額補正しております。 

 １９款１項繰越金で前年度繰越金７,１４２万円を増額補正。 

 ２１款１項町債で農地農業用施設及び林業施設災害復旧事業債３２０万円を増額補正していま

す。 

 次に３ページ、歳出でございます。 

 ３款１項社会福祉費１３２万円の増額は、感染症対策強化支援事業で感染症対策備品購入費。

２項児童福祉費９９１万９,０００円の増額は、新型コロナウイルス対応保育環境支援事業で、

保育等施設の抗菌抗ウイルスコーティング委託料。感染症対策強化支援事業で、感染症対策備品

購入費の増額補正です。 
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 ４款１項保健衛生費１３０万円の増額は、町有地管理事務で上須恵地区町有地法面改修工事請

負費。 

 ７款１項商工費２,５０７万３,０００円の増額は、事業者支援事業で小規模事業者経営継続支

援補助金など、１０款１項教育総務費２,４０６万６,０００円の増額は、新型コロナウイルス対

応教育環境支援事業で、学校施設の抗菌抗ウイルスコーティング委託料、感染症対策強化支援事

業で感染症対策備品購入費の増額補正です。２項小学校費２,１０７万２,０００円の増額は、小

学校施設設備維持管理事業で、第二小学校体育館屋上防水改修工事請負費、３項中学校費

１２０万４,０００円の増額は、中学校施設整備維持管理事業で、まなビック教室の修繕料。

５項社会教育費２００万円の増額は、感染症対策強化支援事業で感染症対策備品購入費、６項保

健体育費９０万円の増額はスポーツ公園管理運営事業で、卓球場の修繕料の増額補正です。 

 １１款１項農林水産業施設災害復旧費３,６００万円の増額は、農地農業用施設及び林業施設

の災害普及事業の工事請負費、２項公共土木施設災害復旧費７５０万円の増額は道路橋梁災害復

旧事業の工事請負費です。 

 ４ページをお願いします。 

 第２表地方債補正の追加です。起債の目的、農林水産業施設災害復旧事業債、限度額３２０万

円、起債の方法、利率、償還の方法は記載のとおりでございます。 

 以上です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（松山 力弥）  提案理由説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあり

ませんか。癩癩質疑なしと認めます。よって、議案第６３号を議長を除く１３人で構成する予算

審査特別委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（松山 力弥）  御異議なしと認めます。よって、議案第６３号を予算審査特別委員会に付

託します。 

 なお、予算審査特別委員会の正副委員長については調整ができておりますので御報告します。 

 委員長に今村桂子君、副委員長に田ノ上真君であります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第４．報告第８号 

○議長（松山 力弥）  日程第４、報告第８号和解及び損害賠償額を決定することの専決処分につ

いてを議題とします。 

 報告を求めます。諸石総務課長。 

○総務課長（諸石  豊）  報告第８号和解及び損害賠償額を決定することの専決処分についてで

ございます。 
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 和解及び損害賠償額を決定することについて、町長の専決処分に関する条例第１号及び第４号

の規定により専決処分をしたので、地方自治法第１８０条第２項の規定により報告するものでご

ざいます。 

 ２ページをお願いいたします。 

 令和３年９月９日、午後８時頃に須恵町大字須恵３３１番地２地先、町道日焼・柴原線を自転

車で走行中、幅４０センチメートル、深さ６センチメートルほどの道路舗装の破損による陥没が

ありましたが、夜間であり視認が困難であったため、そのまま自転車で陥没箇所を走行し、自転

車用タイヤチューブが破損した事故につきまして、和解及び損害賠償額を定めたものでございま

す。 

 損害賠償の額は３,４１６円で、和解の内容、損害賠償の相手方は議案書記載のとおりです。

町道の維持管理におきましては、日頃から都市整備課職員、及び道路作業によるパトロールを行

っておりますが、今回の陥没箇所を把握することができなかったため発生したものでございます。

この事故に伴います須恵町の過失割合は、判例に基づき自転車の修理代金６,８３１円の２分の

１である３,４１６円を賠償額といたしました。 

 相手方との協議が整いましたことから、速やかに和解及び損害賠償を行うため、専決処分をし

たものでございます。賠償金につきましては、須恵町が加入しております全国町村会総合賠償補

償保険で全額を賠償しております。 

 今後におきましては、このような事故がないように道路維持の管理徹底をいたしまして、再発

防止に努めてまいります。 

 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（松山 力弥）  報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ありません

か。癩癩質疑なしと認めます。よって、報告済みとします。 

 ここでお諮りします。これより暫時休憩に入りたいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（松山 力弥）  御異議なしと認めます。 

 よって、暫時休憩することに決定しました。再開を工事施工案件の説明及び予算審査特別委員

会の審査が終わり次第とします。 

 暫時休憩します。 

午前10時13分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時35分再開 

○議長（松山 力弥）  休憩前に引き続き会議を開きます。 
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 お諮りします。付議されました議案については、休憩後、日程を追加することになっておりま

すので、送信しております議事日程のとおり、追加し、議題としたいと思いますが、御異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（松山 力弥）  御異議なしと認めます。よって、日程を追加し議題とします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第５．議案第６３号 

○議長（松山 力弥）  日程第５、議案第６３号令和３年度須恵町一般会計補正予算（第５号）を

議題とします。 

 予算審査特別委員長の報告を求めます。１４番、今村桂子君。 

○予算審査特別委員長（今村 桂子）  議案第６３号令和３年度須恵町一般会計補正予算（第

５号）について、予算審査特別委員会の報告をいたします。 

 補正予算書の１ページをお願いいたします。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出の総額にそれぞれ１億３,０３５万４,０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１０９億９２０万円とする。第２項で、款項の区分及び金額

は第１表歳入歳出予算補正による。 

 地方債の補正、第２条、地方債の追加は第２表地方債補正によるとしています。 

 予算審査特別委員会は、議員全員での審査のため、詳細つきましては、省略します。 

 質疑として、上須恵地区町有地法面改修工事請負費の工事場所についての質疑があり、上須恵

ニラガキ墓地の端、南幼稚園の裏になるとの回答でした。 

 災害復旧の入札についての質疑があり、今から査定するとの回答でした。 

 学校施設抗菌抗ウイルスコーティングについての質疑があり、コーティング効果は２年間で、

学校は廊下を除く教室全体、幼児園は廊下も含む全体を予定しています。イオンクラスターの設

置基準についての質疑があり、職員室、保健室、事務室で、補助金の関係で労働者を基準になっ

ているとの回答がありました。 

 卓球場の換気扇の修理程度についての質疑があり、機能していない部分は全て修理するとの回

答がありました。 

 以上、採決の結果、全員賛成で可決としております。 

○議長（松山 力弥）  委員長の報告が終わりました。 

 全員による審査を行っておりますので、質疑を省略し、これより議案第６３号について討論に

入ります。討論はありませんか。癩癩討論なしと認めます。よって、議案第６３号について、採

決に入ります。 
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 本案に対する、委員長の報告は、可決です。よって、議案第６３号は委員長報告のとおり決定

することに、御賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（松山 力弥）  起立全員であります。よって、議案第６３号令和３年度須恵町一般会計補

正予算（第５号）は委員長報告のとおり、可決されました。 

 ここでお諮りします。本会議中、誤読などによる字句、数字等の整理・訂正につきましては、

会議規則第４２条の２の規定により、議長に委任していただきたいと思いますが、御異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（松山 力弥）  御異議なしと認めます。よって、誤読などによる字句、数字等の整理・訂

正は、議長に委任していただくことに決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（松山 力弥）  以上で、本日の議事日程は、全て終了しました。 

 本会議終了後、議員定数調査特別委員会を開催いたしますので、特別会議室に御集合願います。 

 会議を閉じます。 

 令和３年第４回須恵町臨時会を閉会します。 

午前11時40分閉会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 
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